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平成２０年度教育施政方針 
  

新年度を迎えるにあたり、平成２０年度の教育施政方針について

説明を申し上げます。 
 
第 1 章 教育施策の基本 

本年３月には、「生きる力」を育むという現行の学習指導要領の理

念を引き継いだ新しい学習指導要領が告示されます。 

この「生きる力」は、よりよく問題を解決する力や他人を思いや

る心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力のこ

とです。 

そして、この「生きる力」の育成には、知識や技能を実生活に活

用する力を伸ばす授業や子どもの教育を地域全体で支援する体制の

構築が求められます。 

こうしたなか、教育委員会としましては、学校・家庭・地域との

連携を図りながら、信頼される学校づくり、子育て・子育ちを支え

るまちづくりと市民の学習の場づくりに取り組み、「安心して子ども

を育てることができるまち宗像」の教育を創造してまいります。 

 
第 2 章 教育施策の概要 
１．信頼される学校づくり 

昨年度に引き続き「確かな学力の定着」「豊かな心の育成」「健

やかな体の育成」を基軸にした教育活動を、学校・家庭・地域の

連携により推進し、信頼される学校づくりに取り組みます。 
 

（１） 学校種間の円滑な連携・接続の推進 

子どもの発達段階に応じた教育活動を充実させるための市独
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自の取り組みを推進します。 

平成２０年度は、モデル校における小中一貫教育調査研究の

最終年度となるため、小中一貫教育の検証を行うとともに今後

の他地区への拡大のための具体案を策定します。 

また、保幼小の協力体制を整備するとともに新たに保育所・

幼稚園と小学校の連絡会を実施するなど、相互理解を図ります。 

 

（２） 確かな学力を育む学習指導の充実 

子どもたちに確かな学力を育むため、「めあて」と「まとめ」・

「交流」のある授業への改善を図るとともに、その成果につい

ては「学習意識調査」や「統一学力テスト」の実施によって客

観的に評価していきます。 

また、子どもたち一人ひとりの課題に応えるよう学力向上支

援教員の配置や学校支援ボランティア事業の推進にも取り組み

ます。 

 

（３） 豊かな心を育む教育活動の充実 

他人を思いやることのできる豊かな心を持った子どもたちを

育成するために、道徳や特別活動を充実します。 
特別支援教育事業につきましては、市長部局及び関係機関と

連携して実施し、一層の支援体制の強化を図ります。中学校で

の通級教室の開設を推進するとともに、幼稚園の障害児受入支

援を行うなど、更なる充実に努めます。さらに、平成２０年度

に開設する「発達支援センター」を活用した取り組みを推進し

ます。 
読書活動の推進につきましては、子どもの発達段階や個性に

応じて、あらゆる機会や場所で自主的に読書活動ができるよう
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に書架の増設等読書環境の整備を図ります。また、公共図書館、

学校図書館の資料やインターネットなど、様々な情報を活用し

た「調べ学習」を行うことを通じ「自ら考えて課題を解決する

力」を育成することを目的とした、「図書館を使った調べる学習

賞コンクール」を継続して行います。 
 

（４） 健やかな体を育む教育活動の充実 

全国的な課題である子どもたちの体力低下に対する取り組み

として、発達段階に応じた運動の機会の充実を図ります。 

また、子どもたちの食習慣の課題を解決するために平成１７

年度から取り組んできた「学校給食における学校・家庭・地域

連携事業」の成果を踏まえ、全校で実施している「朝ごはん調

べ」を継続するとともに、「弁当の日の実施」や「大学との連携

による食育と環境教育」などの新しい取り組みを行う学校に対

する支援を行います。 

 

（５） 学校関連施設の環境整備 

学校施設整備につきましては、宗像市財政安定化プランに基

づき、小中学校整備計画の見直しを行います。 
日の里中学校改築事業につきましては、改築工事に着手しま

す。 
また、中学校の給食単独校化を推進するため、城山中学校の

給食施設整備に着手し、玄海中学校の給食施設整備のための実

施設計を行います。 
 
２．子育て・子育ちを支えるまちづくり 

幼児期が、生涯にわたる人間形成の基礎を培う時期であること
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から、幼児教育を重要課題として捉えるとともに、子どもたちを

地域社会の中で心豊かで健やかに育てていくために、幼児教育施

設や学校・家庭・地域が連携した総合的な取り組みを展開します。 

 
（１） 子育て支援の充実 

子育て支援センターの機能充実に努めるとともに、地域での子

育てサロンの新規開設を進め、地域社会全体で子育てをする環境

づくりを行います。また、家庭や地域の教育力を向上させるとと

もに、青少年の健全育成を推進するため、ＰＴＡや各地区コミュ

ニティとの協働による研修会や講演会の充実を図ります。 

 

（２） 幼児教育の振興 
幼児教育の窓口を一元化するとともに、幼児教育振興プログ

ラムに基づき、保育所・幼稚園における職員合同研修や情報交

換会、さらに小学校との連絡会を行い、保幼小のあらゆる場面

での連携強化に努めます。また、特別な支援が必要な子どもに

対する支援や家庭・地域の教育力の向上・強化については、子

育て講座等の研修会や各種相談、子育て情報の発信などの具体

的な施策を効果的に推進し、幼児の健やかな成長を支援します。 
 

（３） 青少年の健全育成の推進 
少子化や地域社会の人間関係の希薄化に伴い、子どもたちの

遊び体験や異年齢間交流、また子どもの安全を確保する場所や

時間が失われつつあります。こうした中、心身ともに健やかな

子どもを育むために、発達支援センターに近接して整備する青

少年センターを青少年団体の活動拠点として位置付けるととも

に、各地区コミュニティの特色に応じた子どもの安全で安心な
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居場所づくりを推進します。 

また、家庭教育力及び地域教育力向上のための講演会や地域

活動をコーディネートできる指導員育成のための講座を開催す

るなど、今まで以上に青少年の健全育成に向けた取り組みを行

います。 

 

３．市民の学習の場づくり 
市民が自ら進んで行う学習やスポーツ、文化､ボランティア等の

活動について支援していきます。 
 
（１） 市民図書館運営の充実 

乳幼児期からの本と親しむきっかけ作りを応援するため「市

民活動交流館」内に、こども図書コーナー「えほんのへや」を

設置し、子どもの読書活動を推進します。 
また、市内コミュニティ・センターで図書の貸出・返却がで

きるサービスを拡大するための検討を行い、だれもが、いつで

も、どこからでも利用できる「市民に身近な図書館」を目指し

ます。 
 

（２） 市民活動への支援 
市民の文化やスポーツ等の活動につきましては、活動の場の

確保や新しい事業メニユーの提供等について市長部局との連携

を図りながら検討していきます。 
 
(結 び) 

以上、新年度における教育施策の基本及び概要について述べま

した。 
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教育委員会では、学校・家庭・地域との連携を図りながら、「安

心して子どもを育てることができるまち宗像」の創造を目指して

まいります。 
最後に施策の実施にあたりましては、市民の皆様、議員の皆様

のご理解とご協力をお願いし、私の所信とさせていただきます。 


